
専門実践教育訓練給付金の概要  

「専門実践教育訓練給付金」とは、働く人の主体的なスキルアップを支援し、雇用の安定と再就職の

促進を図る雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定を受けた教育

訓練を受講・修了した場合、その受講費用の 50％（年間上限 40 万円）がハローワークから支給され

ます。また、訓練修了後に資格等を取得し、修了した日の翌日から１年以内に被保険者として雇用さ

れた場合、受講費用の 20％（年間上限 16 万円）が追加支給されます。 

※給付を受けるためには、事前に居住地を管轄するハローワークで手続きを完了することが必要で

す。期日や手続き方法については、ハローワークおよび厚生労働省のホームページでご確認ください。  

専門実践教育訓練給付金 
 

本校は、厚生労働大臣より「教育訓練給付制度（専門実践教育訓練教育訓練）」の対象講座として

指定を受けています。（2025 年 4 月 1 日付）   

 

◆明示書  

◆別紙（カリキュラム）  

◆教育訓練給付金制度のご案内 

https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf 

◆専門実践教育訓練給付金 

https://www.mhlw.go.jp/content/001310413.pdf 

◆ハローワークの所在地 

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/anatano_tiikino_hw.html 

https://takasaki.hosp.go.jp/school/pdf/senmonjissenkyufukin_meijisho.pdf
https://takasaki.hosp.go.jp/school/pdf/senmonjissenkyufukin_curriculum.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001310413.pdf
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